
7 よしかわ議会だより

総
務
水
道
常
任
委
員
会

◆
平
成
25
年
度
一
般
会
計
決
算

　

職
員
管
理
費
に
つ
い
て
。
今
後
、

臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
増
加
が
見
込

ま
れ
る
。
他
の
自
治
体
で
見
ら
れ
た

偽
装
請
負
の
懸
念
は
。

　

臨
時
・
非
常
勤
職
員
と
し
て
雇
用

し
て
お
り
、
偽
装
請
負
の
心
配
は
な

い
。

　

人
口
増
、
行
政
需
要
も
増
え
て
い

る
中
で
、
職
員
定
数
を
ど
う
見
直
す

の
か
。

　

吉
川
市
は
、
一
人
あ
た
り
の
職
員

が
抱
え
る
市
民
の
数
は
県
内
で
２
番

目
に
多
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
人
口
増

等
を
捉
え
る
と
減
ら
す
こ
と
が
良
い

と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
女
性
職

員
に
つ
い
て
産
休
・
育
休
と
な
る
ケ

ー
ス
が
多
い
中
で
、
常
時
不
足
が
続

く
の
で
あ
れ
ば
、
余
裕
を
持
っ
た
形

で
職
員
数
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

火
葬
場
費
に
つ
い
て
。
死
亡
か
ら

告
別
式
ま
で
待
た
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
と
の
話
を
聞
く
が
、
施
設
と
し
て

十
分
応
え
ら
れ
る
数
な
の
か
。

　

式
場
と
火
葬
の
セ
ッ
ト
で
使
用
す

る
場
合
は
、
式
場
が
４
室
の
た
め
利

用
ま
で
に
日
数
が
か
か
る
。
火
葬
炉

は
14
基
あ
り
、
う
ち
１
基
を
予
備
と

し
て
13
基
で
回
し
て
お
り
、
火
葬
炉

の
み
の
使
用
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
使
え

る
が
、
セ
ッ
ト
の
場
合
は
お
待
ち
い

た
だ
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

賛
成
多
数
で
認
定

◆
平
成
25
年
度
水
道
事
業
会
計

利
益
の
処
分
及
び
決
算

　

水
道
使
用
量
は
全
体
と
し
て
毎
年

微
減
し
て
い
る
が
、
主
な
要
因
は
。

　

漏
水
が
減
っ
て
い
る
こ
と
や
、
水

質
が
悪
い
場
合
に
行
う
夜
間
洗
管
を

昨
年
度
は
ほ
ぼ
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、

捨
水
が
出
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
水
道
料
金
に
つ
い
て

は
基
本
料
金
と
従
量
料
金
が
あ
る
が
、

一
般
家
庭
に
お
け
る
世
帯
当
た
り
の

人
数
が
減
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
使

用
量
に
応
じ
て
徴
収
す
る
従
量
料
金

の
単
価
が
下
が
っ
て
お
り
、
相
対
的

に
は
有
収
水
量
が
増
え
て
い
る
も
の

の
、
料
金
に
つ
い
て
は
若
干
伸
び
悩

ん
で
い
る
状
況
で
あ
る
。

賛
成
全
員
で
可
決
及
び
認
定

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

◆
吉
川
市
重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

65
歳
以
上
の
新
規
手
帳
取
得
者
を

対
象
外
と
す
る
と
、
年
齢
に
よ
っ
て

区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
。

　

当
該
制
度
が
県
の
制
度
に
即
し
て

実
施
し
て
い
る
こ
と
、
財
政
的
な
負

担
か
ら
や
む
を
得
な
い
と
判
断
し
た
。

賛
成
多
数
で
可
決

◆
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施

行
規
則
第
１
条
第
１
号
の
規
定

に
よ
り
市
が
定
め
る
時
間
を
定

め
る
条
例

　

労
働
時
間
は
現
行
80
時
間
だ
が
、

48
～
64
時
間
の
間
で
市
が
定
め
る
と

な
っ
て
い
る
が
他
市
は
。

　

近
隣
５
市
１
町
で
は
、
吉
川
市
を

含
め
全
て
64
時
間
を
下
限
と
し
て
い

く
と
聞
い
て
い
る
。賛

成
多
数
で
可
決

◆
平
成
25
年
度
一
般
会
計
決
算

　

旭
球
場
の
利
用
者
が
、
前
年
よ
り

減
で
あ
る
背
景
は
。

　

昨
年
６
月
県
営
吉
川
公
園
に
中
学

生
以
下
が
使
用
で
き
る
硬
式
野
球
場

が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
要
因
。

　

決
算
書
に
気
分
転
換
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
、
生
活
安
心
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
記
載
が
な
い
が
、
実
績
が
少

な
い
な
ら
ば
事
業
の
廃
止
の
検
討
は
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
は
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
意
味
合
い
も
あ
る
事
業
で

成
果
表
に
は
載
っ
て
い
な
い
が
、
事

務
事
業
評
価
で
は
評
価
し
て
い
る
。

　

い
じ
め
・
不
登
校
の
数
値
に
ば
ら

つ
き
が
あ
る
が
、
実
態
の
認
識
は
。

　

い
じ
め
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
３

件
、
中
学
校
８
件
の
報
告
が
あ
り
、

今
後
も
継
続
し
て
対
応
し
て
い
く
。

不
登
校
は
原
因
が
本
人
、
学
校
、
家

庭
等
に
問
題
が
あ
る
の
か
を
見
極
め
、

問
題
解
決
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

　

学
校
現
場
に
お
け
る
教
員
の
多
忙

化
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
様
に

負
担
軽
減
を
図
っ
て
い
る
か
。

　

各
校
ご
と
に
実
態
の
把
握
に
努
め

る
と
と
も
に
、
日
常
業
務
の
効
率
化

や
ノ
ー
残
業
デ
ー
、
ノ
ー
部
活
デ
ー

等
の
実
施
を
お
願
い
し
て
い
る
。

賛
成
多
数
で
認
定

建
設
生
活
常
任
委
員
会

◆
市
道
の
道
路
認
定
廃
止

賛
成
全
員
で
可
決

◆
平
成
25
年
度
一
般
会
計
決
算

　

建
築
指
導
費
の
う
ち
、
耐
震
診
断
、

耐
震
改
修
補
助
金
に
つ
い
て
事
業
の

概
要
と
見
通
し
は
。

　

耐
震
診
断
補
助
が
４
件
、
耐
震
改

修
補
助
が
３
件
。
予
算
は
耐
震
診
断

65
万
円
、
耐
震
改
修
は
３
０
０
万
円

で
あ
る
。

　

治
水
対
策
の
抜
本
的
な
対
策
が
必

要
だ
が
ど
の
よ
う
に
進
め
て
き
た
の
か
。

　

既
存
の
ポ
ン
プ
施
設
の
点
検
整
備

と
ポ
ン
プ
の
交
換
を
行
っ
た
。

　

老
朽
化
し
た
施
設
の
点
検
の
実
情

は
。

　

市
内
１
７
３
橋
の
点
検
を
行
っ
た
。

緊
急
に
行
う
場
所
は
な
い
。

賛
成
全
員
で
認
定

◆
平
成
25
年
度
下
水
道
事
業
特

別
会
計
決
算

賛
成
全
員
で
認
定

◆
平
成
25
年
度
農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計
決
算

賛
成
全
員
で
認
定

◆
一
般
会
計
補
正
予
算

　

道
路
照
明
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
つ
い

て
、
補
正
予
算
と
債
務
負
担
行
為
の

両
方
で
10
年
と
あ
る
が
内
容
は
。

　

10
年
間
の
リ
ー
ス
で
実
施
し
、

１
２
０
カ
月
分
の
う
ち
３
月
分
が
補

正
予
算
、
残
り
の
１
１
９
カ
月
分
が

債
務
負
担
行
為
で
あ
る
。

　

し
ん
き
堀
の
工
事
概
要
は
ど
の
よ

う
な
計
画
で
整
備
す
る
の
か
。

　

今
年
度
は
延
長
56ｍ
、
幅
員
２ｍ

の
柵
渠
整
備
を
実
施
。

賛
成
多
数
で
可
決

◆
平
成
26
年
度
下
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算賛

成
全
員
で
可
決

◆
平
成
26
年
度
農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

賛
成
全
員
で
可
決

常任委員会の審査から
　議案や請願は詳細に審査するため、担当常任
委員会に委ねられ、専門的に審査されます。
　主な審査内容を各常任委員長が要約して

お知らせします。

路線認定の現地視察

～
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か
～

次
回
定
例
会
の
予
定

　

市
の
重
要
な
施
策
や
皆
さ
ん
に
身
近
な
問
題
が
審
議
さ
れ
ま
す
。

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

11
月
28
日
（
金
）	

本
会
議
【
開
会
日
】

12
月
２
日
（
火
）	

本
会
議
【
議
案
審
議
】

12
月
３
日
（
水
）	

委
員
会
【
総
務
水
道
・
文
教
福
祉
】

12
月
４
日
（
木
）	

委
員
会
【
建
設
生
活
】

12
月
５
日
（
金
）	

委
員
会
【
請
願
審
査
】

12
月
９
日
（
火
）	

本
会
議
【
委
員
長
報
告
】

12
月
10
日
（
水
）	

本
会
議
【
一
般
質
問
】

12
月
11
日
（
木
）	

本
会
議
【
一
般
質
問
】

12
月
12
日
（
金
）	

本
会
議
【
一
般
質
問
・
閉
会
日
】


